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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２７年９月１０日 ０８時００分ごろ～０８時１０分ごろ

の間） 

発生場所 不明（長崎県島原市湯
ゆ

江
え

漁港東方沖３.５km付近） 

事故の概要  漁船喜
き

久
く

丸は、漁場から西方に向けて航行を開始した後、無人であ

ることが確認された。 

 船長は、漂流しているところを発見され、死亡が確認された。 

事故調査の経過  平成２７年９月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 喜久丸、１.３２トン 

 ＮＳ３－４７２２９（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.００ｍ（Lr）×１.８０ｍ×０.５６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数２０、昭和５６年８月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年４月３０日 

  免許証交付日 平成２５年１０月２２日 

         （平成３１年１０月６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約７～８m/s 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の初期、海面水温 約２５℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、湯江漁港東方沖３.５km 付近の漁

場で漂泊して釣りを行っていた。 

 僚船の船長は、僚船の南方１００ｍ付近で釣りをしていた本船が、

平成２７年９月１０日０８時００分ごろ西方に向けて航行を開始した

ので、周囲にいた他の漁船と同様に湯江漁港へ帰港するものと思って

見ていたところ、約５０ｍ西方に航行したところで右に旋回を始め、

僚船から約２０～３０ｍの距離まで接近し、その後も旋回を続ける状

況を認めた。 
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 僚船の船長は、次に本船が僚船に接近して来た際、本船に船長の姿

が見えなかったので、０８時１０分ごろ、本船の真横に僚船を接近さ

せ、本船が無人であることを確認した。 

 僚船の船長は、携帯電話で知人に連絡して所属する漁業協同組合へ

の通報を依頼した後、最初に本船が旋回を始めた場所付近へ向かい、

船長の捜索を始めた。 

 漁業協同組合の担当者は、海上保安庁等の関係機関に本事故の発生

を通報するとともに、所属する各漁船に船長の捜索を要請した。 

 船長は、０９時４０分ごろ、島原市島原新港東北東方沖４.２km 付

近の海上において、漂流しているところを捜索中の漁船に発見され、

その後、溺水による死亡と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、船体後部の操縦区画において、舵棒を持って操舵を行うよ

うになっていた。 

 船長は、ふだん、出港してから帰港するまで、ベルト式救命胴衣を

着用していた。 

 僚船の船長は、本事故の約１０分前に本船の近くを航行し、船長と

釣果についての会話をした際、船長がベルト式救命胴衣を着用してい

るところを見た。 

 船長の体調等に変わった様子は見られなかった。 

 船長は、発見された際、防水型の携帯電話を身に付けていたが、救

命胴衣を着用していなかった。 

 船長のベルト式救命胴衣は、本事故後、本船の船内で発見された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

 本船は、０８時００分ごろ湯江漁港東方沖３.５km 付近の漁場から

西方に向けて航行を開始し、約５０ｍ西進したところで右に旋回を始

め、０８時１０分ごろ無人であることが確認されたことから、この間

において、船長が落水したものと考えられるが、落水した状況を明ら

かにすることはできなかった。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

 船長は、救命胴衣を着用していれば、救助された可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、本船が、湯江漁港東方沖を航行中、船長が落水したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、



- 3 - 

次のことが考えられる。 

 ・救命胴衣の着用に努めるとともに、適切な着用を心掛けること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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